
３ �行政訴訟事件（控訴審・高等裁判所）における弁護士選任率
の推移

　事件総数としては、長期的には増加傾向にある。弁護士選任率は近年は 80％前後で推移している。

　次のグラフは、破産手続開始決定数の推移と、破産管財人の選任率をみたものである。破産管財人は必
ずしも弁護士である必要はないが、裁判所は若干の例外を除いてはほとんどの事件で弁護士を選任してい
る。なお、破産管財人に弁護士が選任された件数と弁護士以外の者が選任された件数の内訳の数値は把握
されておらず、選任率には、弁護士以外の者が選任された数も含まれる。
　破産手続開始決定数は、2006 年以降減少傾向にあるが、破産管財人の選任率は増加しており、2019
年では、41.4％となっている。

資料2-2-2-3 行政訴訟事件における弁護士選任率の推移（控訴審・高等裁判所）

【注】１．�数値は、『司法統計年報（民事・行政編）』「行政控訴審訴訟既済事件数―弁護士選任状況別―全高等裁判所」によるもの。
 　　２．｢弁護士を付けた割合｣ とは、双方又は一方に弁護士が付いたものである。
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第３節 破産管財人活動

資料2-2-3 破産手続開始決定数及び破産管財人の選任率の推移

【注】数値は、最高裁から提供を受けた資料によるもの。

21.0
29.5 32.6

38.6 39.7 40.6 41.4

32,729 39,941 35,936 30,639 27,442 29,932 32,432

156,136
135,180

110,079

79,474
69,134 73,751 78,415

0

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

0.0

100.0
90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0

（件） （％）

2019201720152013201120092007

破産手続開始決定数（件） 破産管財人が選任された件数（件）
破産管財人の選任率（％）

（年）

２-２-２　行政事件　　　
２-２-３　破産管財人活動

第２編　弁護士の活動状況

133弁護士白書　2020年版

第
２
編

P132_CW6_A7196DD222-1.indd   133 2021/02/17   18:50:10




